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(57)【要約】
【課題】１つの階層のデジタル放送の映像・音声出力と
他の階層のデジタル放送の映像・音声出力との切り替え
の際における映像、音声の途切れ感を回避することがで
き、画質および音質が良好な階層のデジタル放送を視聴
する機会を確保することができる「車載用デジタル放送
受信機」を提供すること。
【解決手段】走行軌跡記録手段３８による自車両の走行
軌跡の記録と、切り替え地点記録手段４０による切り替
え地点の記録とを用いることによって、自車両が過去に
走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走行する
ことが予測され、第１の階層の選択と第２の階層の選択
との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが
想定される場合に、映像・音声出力されるデジタル放送
を第１の階層のデジタル放送に固定すること。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上波デジタル放送を伝送するための同一の伝送帯域を用いて送信された複数の階層ご
との地上波デジタル放送として、第１の階層のデジタル放送と、この第１の階層のデジタ
ル放送よりも画質および音質が高い第２の階層のデジタル放送とを含む地上波デジタル放
送を受信し、受信された前記複数の階層ごとの地上波デジタル放送を、選択的に映像・音
声出力することが可能に形成されたデジタル放送受信装置と、
　自車両を目的地までの経路に沿って前記目的地まで誘導することが可能に形成された車
載用ナビゲーション装置と
　を備えた車載用デジタル放送受信機であって、
　前記デジタル放送受信装置に配設され、前記地上波デジタル放送の受信状態に応じて自
動的に、またはユーザの入力操作に応じて、映像・音声出力される前記地上波デジタル放
送の階層を選択可能に形成された階層選択手段と、
　前記デジタル放送受信装置に配設され、前記階層選択手段によって選択された階層の前
記地上波デジタル放送を映像・音声出力するように形成された映像・音声出力手段と、
　前記車載用ナビゲーション装置に配設され、前記自車両の走行軌跡を記憶部に記録する
ように形成された走行軌跡記録手段と、
　前記車載用ナビゲーション装置に配設され、前記自車両の走行軌跡上における前記階層
選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択とが切り替えられた地点で
ある切り替え地点を、前記自車両の走行軌跡と対応させた状態として記憶部に記録するよ
うに形成された切り替え地点記録手段と、
　前記車載用ナビゲーション装置に配設され、自車位置を検出するように形成された自車
位置検出手段と、
　前記車載用ナビゲーション装置に配設され、前記目的地までの経路を探索するように形
成された経路探索手段と、
　前記デジタル放送受信装置に配設され、前記走行軌跡記録手段によって記録された前記
自車両の走行軌跡と、前記自車位置検出手段によって検出された前記自車位置または前記
経路探索手段によって探索された前記経路とに基づいて、前記自車両が過去に走行した場
所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測されるか否かの判定を行うよ
うに形成された第１の判定手段と、
　前記デジタル放送受信装置に配設され、前記第１の判定手段によって、前記自車両が過
去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測される旨の判
定が行われた場合に、前記切り替え地点記録手段による前記自車両の走行軌跡上における
前記切り替え地点の記録状態に基づいて、前記自車両が過去に走行した場所またはその周
辺の場所において、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選
択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定されるか否かの判定を行う
ように形成された第２の判定手段と、
　前記デジタル放送受信装置に配設され、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手
段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以
上の頻度で行われることが想定される旨の判定が行われた場合に、前記自車両が過去に走
行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行する際に、映像・音声出力される前
記地上波デジタル放送の階層の選択状態が、前記地上波デジタル放送の受信状態にかかわ
らず前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するように形成された階
層選択制御手段と
　を備えたことを特徴とする車載用デジタル放送受信機。
【請求項２】
　前記第１の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域内に属するような前記走行軌跡
記録手段によって記録された前記自車両の走行軌跡が存在する場合には、前記自車両が過
去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測される旨の判
定を行うように形成され、
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　前記第２の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域内に属するような前記自車両の
走行軌跡の中に、前記切り替え地点記録手段によって前記切り替え地点が当該自車両の走
行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されているような特定の軌跡部分が含まれて
いる場合には、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択と
の切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定を行うよう
に形成され、
　前記階層選択制御手段は、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段による前記
第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われ
ることが想定される旨の判定が行われた場合には、前記自車位置の周辺の所定領域内の場
所を前記自車両が走行する際に、映像・音声出力される前記地上波デジタル放送の階層の
選択状態が前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するように形成さ
れていること
　を特徴とする請求項１に記載の車載用デジタル放送受信機。
【請求項３】
　前記デジタル放送受信装置は、前記車載用ナビゲーション装置による経路誘導の際に、
前記自車両における助手席および後部座席の少なくとも一方に向けた前記地上波デジタル
放送の映像・音声出力が可能に形成されており、
　前記第１の判定手段は、前記経路探索手段による前記経路の探索が行われた場合であっ
て、探索された前記経路内に属するような前記走行軌跡記録手段によって記録された前記
自車両の走行軌跡が存在する場合には、前記自車両が過去に走行した場所を前記自車両が
走行することが予測される旨の判定を行うように形成され、
　前記第２の判定手段は、前記探索された経路内に属するような前記自車両の走行軌跡の
中に、前記切り替え地点記録手段によって前記切り替え地点が当該自車両の走行軌跡にお
ける所定距離内に所定数以上記録されているような特定の軌跡部分が含まれている場合に
は、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替え
が当該特定の軌跡部分に該当する場所において前記所定の頻度以上の頻度で行われること
が想定される旨の判定を行うように形成され、
　前記階層選択制御手段は、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段による前記
第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行
われることが想定される旨の判定が行われた場合には、前記特定の軌跡部分に該当する場
所を前記自車両が前記経路誘導を受けつつ走行する際に、映像・音声出力される前記地上
波デジタル放送の階層の選択状態が前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段
を制御するように形成されていること
　を特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載用デジタル放送受信機。
【請求項４】
　他車両情報として、他車両の走行軌跡と、この他車両の走行軌跡上における映像・音声
出力される前記地上波デジタル放送の階層の選択の切り替えが当該他車両において前記第
１の階層と前記第２の階層との間で行われた地点である他車両切り替え地点とを取得可能
に形成された他車両情報取得手段を備えており、
　前記走行軌跡記録手段は、前記他車両情報取得手段によって取得された前記他車両の走
行軌跡を前記記憶部に記録することが可能に形成され、
　前記切り替え地点記録手段は、前記他車両情報取得手段によって取得された前記他車両
切り替え地点を、前記他車両の走行軌跡と対応させた状態として前記記憶部に記録するこ
とが可能に形成され、
　前記第１の判定手段は、前記走行軌跡記録手段によって記録された前記他車両の走行軌
跡と、前記自車位置検出手段によって検出された前記自車位置または前記経路探索手段に
よって探索された前記経路とに基づいて、前記他車両が過去に走行した場所またはその周
辺の場所を前記自車両が走行することが予測されるか否かの判定を行うことが可能に形成
され、
　前記第２の判定手段は、前記第１の判定手段によって、前記他車両が過去に走行した場
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所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測される旨の判定が行われた場
合に、前記他車両の走行軌跡上における前記他車両切り替え地点の記録状態に基づいて、
前記他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所において、前記階層選択手段によ
る前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で
行われることが想定されるか否かの判定を行うことが可能に形成され、
　前記階層選択制御手段は、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段による前記
第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行
われることが想定される旨の判定が行われた場合に、前記他車両が過去に走行した場所ま
たはその周辺の場所を前記自車両が走行する際に、映像・音声出力される前記地上波デジ
タル放送の階層の選択状態が、前記地上波デジタル放送の受信状態にかかわらず前記第１
の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するように形成されていること
　を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の車載用デジタル放送受信機
。
【請求項５】
　前記第１の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域内に属するような前記走行軌跡
記録手段によって記録された前記他車両の走行軌跡が存在する場合には、前記他車両が過
去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測される旨の判
定を行うように形成され、
　前記第２の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域内に属するような前記他車両の
走行軌跡の中に、前記切り替え地点記録手段によって前記他車両切り替え地点が当該他車
両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されているような特定の軌跡部分が含
まれている場合には、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の
選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定を行
うように形成され、
　前記階層選択制御手段は、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段による前記
第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われ
ることが想定される旨の判定が行われた場合には、前記自車位置の周辺の所定領域内の場
所を前記自車両が走行する際に、映像・音声出力される前記地上波デジタル放送の階層の
選択状態が前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するように形成さ
れていること
　を特徴とする請求項４に記載の車載用デジタル放送受信機。
【請求項６】
　前記デジタル放送受信装置は、前記車載用ナビゲーション装置による経路誘導の際に、
前記自車両における助手席および後部座席の少なくとも一方に向けた前記地上波デジタル
放送の映像・音声出力が可能に形成されており、
　前記第１の判定手段は、前記経路探索手段による前記経路の探索が行われた場合であっ
て、探索された前記経路内に属するような前記走行軌跡記録手段によって記録された前記
他車両の走行軌跡が存在する場合には、前記他車両が過去に走行した場所を前記自車両が
走行することが予測される旨の判定を行うように形成され、
　前記第２の判定手段は、前記探索された経路内に属するような前記他車両の走行軌跡の
中に、前記切り替え地点記録手段によって前記他車両切り替え地点が当該他車両の走行軌
跡における所定距離内に所定数以上記録されているような特定の軌跡部分が含まれている
場合には、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切
り替えが当該特定の軌跡部分に該当する場所において前記所定の頻度以上の頻度で行われ
ることが想定される旨の判定を行うように形成され、
　前記階層選択制御手段は、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段による前記
第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行
われることが想定される旨の判定が行われた場合には、前記特定の軌跡部分に該当する場
所を前記自車両が前記経路誘導を受けつつ走行する際に、映像・音声出力される前記地上
波デジタル放送の階層の選択状態が前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段
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を制御するように形成されていること
　を特徴とする請求項４または請求項５に記載の車載用デジタル放送受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載用デジタル放送受信機に係り、特に、地上波デジタル放送を受信して映
像・音声出力するのに好適な車載用デジタル放送受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上波デジタル放送においては、１つのチャンネル（例えば、約５．６ＭＨｚの伝送帯
域）の中を、１３個のセグメント（例えば、１セグメント＝４２９ｋＨｚ）に分割し、セ
グメント単位で異なる変調方式を適用することにより、固定向けのデジタル放送と、携帯
・移動体向けのデジタル放送とを同時に行うことが可能となっている。
【０００３】
　このような地上波デジタル放送において、固定向けのデジタル放送と携帯・移動体向け
のデジタル放送との放送内容（例えば、テレビ番組）が互いに同一である場合には、この
ような場合における同時放送を、特に、サイマル放送と呼称する場合がある。
【０００４】
　ここで、図４は、地上波デジタル放送のセグメント構造の一例として、ＯＦＤＭ（Orth
ogonal Frequency Division Multiplexing）のスペクトラムを示すものであり、このセグ
メント構造は、１３個のセグメントＳにおける中央の１個のセグメントＳが、携帯・移動
体向けのデジタル放送を行うセグメントＳとされている。
【０００５】
　この中央の１個のセグメントＳには、変調方式として、例えば、ノイズやマルチパスに
強いＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）が適用されており、この１個のセグメ
ントＳが割り当てられた携帯・移動体向けのデジタル放送（いわゆるワンセグ放送）を行
う階層は、強階層と呼称されている。この強階層のデジタル放送では、簡易動画放送が視
聴可能とされている。
【０００６】
　一方、１３個のセグメントＳにおける中央の１個のセグメントＳを除く１２個のセグメ
ントＳは、固定向けのデジタル放送を行うセグメントＳとされている。　これら１２個の
セグメントＳには、変調方式として、例えば、ノイズやマルチパスに弱くビットレートが
多い６４ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）が適用されており、これら１２個
のセグメントＳが割り当てられた固定向けのデジタル放送（いわゆるフルセグ放送）を行
う階層は、弱階層と呼称されている。この弱階層のデジタル放送では、ＨＤＴＶ（High D
efinition TeleVision）放送やＳＤＴＶ（Standard Definition TeleVision）放送が視聴
可能とされている。
【０００７】
　サイマル放送においては、このような強階層および弱階層の双方によって同一の放送内
容（番組やサービス）を同時に提供することができるようになっている。
【０００８】
　そして、このようなサイマル放送は、車両に搭載された車載用デジタル放送受信機にも
適用されている。
【０００９】
　この種の車載用デジタル放送受信機においては、画質や音質が高い（良好な）弱階層（
固定向け）のデジタル放送を優先的に映像・音声出力するように設定しておき、車両の走
行地点等に応じて地上波デジタル放送の受信状態が悪化した場合には、強階層（携帯・移
動体向け）のデジタル放送へと映像・音声出力を自動的に切り替え、その後、受信状態が
回復した場合には、弱階層のデジタル放送の映像・音声出力へと自動的に復帰させること
が提案されていた。
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【００１０】
【特許文献１】特開２００７－３６８１６号公報
【特許文献２】特開２００７－１８９４９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、受信状態が頻繁に変化するような場所を自車両が走行する際には、強階
層のデジタル放送の映像・音声出力と弱階層のデジタル放送の映像・音声出力とが頻繁に
切り替わることになるため、ユーザは、強階層と弱階層との切り替え時において、ミュー
ト画面の挿入による映像の途切れ感や、一時的な消音（特に、強階層側から弱階層側への
切り替えの場合）による音声の途切れ感を感じてしまうといった不具合が発生していた。
【００１２】
　このような不具合を回避するために、例えば、受信状態が頻繁に切り替わる場所におい
て、ユーザが手動によって強階層のデジタル放送の映像・音声出力に固定することも考え
られる。しかし、この場合には、ユーザは、弱階層のデジタル放送の受信状態が安定的に
回復したことを判断することはできないため、弱階層のデジタル放送の受信状態が良好な
場所においてもなお、強階層のデジタル放送の映像・音声出力に固定し続けてしまい、強
階層のデジタル放送よりも画質および音質が良好な弱階層のデジタル放送を視聴する機会
が非常に少なくなる虞がある。
【００１３】
　そこで、本発明は、このような点に鑑みなされたものであり、階層伝送を利用した地上
波デジタル放送において、１つの階層のデジタル放送の映像・音声出力と他の階層のデジ
タル放送の映像・音声出力との切り替えの際における映像および音声の途切れ感を回避し
て安定したデジタル放送を視聴することができるとともに、画質および音質が良好な階層
のデジタル放送を視聴する機会を確保することができる車載用デジタル放送受信機を提供
することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る車載用デジタル放送受信機は、地上波デジ
タル放送を伝送するための同一の伝送帯域を用いて送信された複数の階層ごとの地上波デ
ジタル放送として、第１の階層のデジタル放送と、この第１の階層のデジタル放送よりも
画質および音質が高い第２の階層のデジタル放送とを含む地上波デジタル放送を受信し、
受信された前記複数の階層ごとの地上波デジタル放送を、選択的に映像・音声出力するこ
とが可能に形成されたデジタル放送受信装置と、自車両を目的地までの経路に沿って前記
目的地まで誘導することが可能に形成された車載用ナビゲーション装置とを備えた車載用
デジタル放送受信機であって、前記デジタル放送受信装置に配設され、前記地上波デジタ
ル放送の受信状態に応じて自動的に、またはユーザの入力操作に応じて、映像・音声出力
される前記地上波デジタル放送の階層を選択可能に形成された階層選択手段と、前記デジ
タル放送受信装置に配設され、前記階層選択手段によって選択された階層の前記地上波デ
ジタル放送を映像・音声出力するように形成された映像・音声出力手段と、前記車載用ナ
ビゲーション装置に配設され、前記自車両の走行軌跡を記憶部に記録するように形成され
た走行軌跡記録手段と、前記車載用ナビゲーション装置に配設され、前記自車両の走行軌
跡上における前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択とが
切り替えられた地点である切り替え地点を、前記自車両の走行軌跡と対応させた状態とし
て記憶部に記録するように形成された切り替え地点記録手段と、前記車載用ナビゲーショ
ン装置に配設され、自車位置を検出するように形成された自車位置検出手段と、前記車載
用ナビゲーション装置に配設され、前記目的地までの経路を探索するように形成された経
路探索手段と、前記デジタル放送受信装置に配設され、前記走行軌跡記録手段によって記
録された前記自車両の走行軌跡と、前記自車位置検出手段によって検出された前記自車位
置または前記経路探索手段によって探索された前記経路とに基づいて、前記自車両が過去
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に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測されるか否かの
判定を行うように形成された第１の判定手段と、前記デジタル放送受信装置に配設され、
前記第１の判定手段によって、前記自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を
前記自車両が走行することが予測される旨の判定が行われた場合に、前記切り替え地点記
録手段による前記自車両の走行軌跡上における前記切り替え地点の記録状態に基づいて、
前記自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所において、前記階層選択手段によ
る前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で
行われることが想定されるか否かの判定を行うように形成された第２の判定手段と、前記
デジタル放送受信装置に配設され、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段によ
る前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻
度で行われることが想定される旨の判定が行われた場合に、前記自車両が過去に走行した
場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行する際に、映像・音声出力される前記地上
波デジタル放送の階層の選択状態が、前記地上波デジタル放送の受信状態にかかわらず前
記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するように形成された階層選択
制御手段とを備えたことを特徴としている。
【００１５】
　そして、このような構成によれば、自車両の走行軌跡の記録と、切り替え地点の記録と
を用いることによって、自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走
行することが予測され、第１の階層の選択と第２の階層の選択との切り替えが所定の頻度
以上の頻度で行われることが想定される場合に、自車両が過去に走行した場所またはその
周辺の場所を自車両が走行する際において、映像・音声出力されるデジタル放送を第１の
階層のデジタル放送に固定することができる。この結果、第１の階層のデジタル放送の映
像・音声出力と第２の階層のデジタル放送の映像・音声出力との切り替えの際における映
像および音声の途切れ感を回避して安定したデジタル放送を視聴することができるととも
に、第１の階層のデジタル放送への固定を必要時に限定することによって画質および音質
が良好な第２の階層のデジタル放送を視聴する機会を確保することができる。
【００１６】
　また、前記第１の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域内に属するような前記走
行軌跡記録手段によって記録された前記自車両の走行軌跡が存在する場合には、前記自車
両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測される
旨の判定を行うように形成され、前記第２の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域
内に属するような前記自車両の走行軌跡の中に、前記切り替え地点記録手段によって前記
切り替え地点が当該自車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されているよ
うな特定の軌跡部分が含まれている場合には、前記階層選択手段による前記第１の階層の
選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われることが
想定される旨の判定を行うように形成され、前記階層選択制御手段は、前記第２の判定手
段によって、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との
切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定が行われた場合に
は、前記自車位置の周辺の所定領域内の場所を前記自車両が走行する際に、映像・音声出
力される前記地上波デジタル放送の階層の選択状態が前記第１の階層に保持されるように
前記階層選択手段を制御するように形成されていることが好ましい。
【００１７】
　そして、このような構成によれば、自車位置の周辺の所定領域内に属するような自車両
の走行軌跡の記録が存在することに基づいて、自車両が過去に走行した場所またはその周
辺の場所を自車両が走行することが予測される旨の判定を簡便に行うことができ、切り替
え地点の記録が自車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上存在することに基づい
て、前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度
で行われることが想定される旨の判定を簡便に行うことができる。
【００１８】
　さらに、前記デジタル放送受信装置は、前記車載用ナビゲーション装置による経路誘導
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の際に、前記自車両における助手席および後部座席の少なくとも一方に向けた前記地上波
デジタル放送の映像・音声出力が可能に形成されており、前記第１の判定手段は、前記経
路探索手段による前記経路の探索が行われた場合であって、探索された前記経路内に属す
るような前記走行軌跡記録手段によって記録された前記自車両の走行軌跡が存在する場合
には、前記自車両が過去に走行した場所を前記自車両が走行することが予測される旨の判
定を行うように形成され、前記第２の判定手段は、前記探索された経路内に属するような
前記自車両の走行軌跡の中に、前記切り替え地点記録手段によって前記切り替え地点が当
該自車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されているような特定の軌跡部
分が含まれている場合には、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の
階層の選択との切り替えが当該特定の軌跡部分に該当する場所において前記所定の頻度以
上の頻度で行われることが想定される旨の判定を行うように形成され、前記階層選択制御
手段は、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と
前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定さ
れる旨の判定が行われた場合には、前記特定の軌跡部分に該当する場所を前記自車両が前
記経路誘導を受けつつ走行する際に、映像・音声出力される前記地上波デジタル放送の階
層の選択状態が前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するように形
成されていることが好ましい。
【００１９】
　そして、このような構成によれば、目的地までの経路内に属するような自車両の走行軌
跡の記録が存在することに基づいて、自車両が過去に走行した場所を自車両が走行するこ
とが予測される旨の判定を簡便かつ正確に行うことができ、当該自車両の走行軌跡上に切
り替え地点が当該自車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されている特定
の軌跡部分が含まれていることに基づいて、前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選
択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定を簡便に行
うことができる。
【００２０】
　さらにまた、他車両情報として、他車両の走行軌跡と、この他車両の走行軌跡上におけ
る映像・音声出力される前記地上波デジタル放送の階層の選択の切り替えが当該他車両に
おいて前記第１の階層と前記第２の階層との間で行われた地点である他車両切り替え地点
とを取得可能に形成された他車両情報取得手段を備えており、前記走行軌跡記録手段は、
前記他車両情報取得手段によって取得された前記他車両の走行軌跡を前記記憶部に記録す
ることが可能に形成され、前記切り替え地点記録手段は、前記他車両情報取得手段によっ
て取得された前記他車両切り替え地点を、前記他車両の走行軌跡と対応させた状態として
前記記憶部に記録することが可能に形成され、前記第１の判定手段は、前記走行軌跡記録
手段によって記録された前記他車両の走行軌跡と、前記自車位置検出手段によって検出さ
れた前記自車位置または前記経路探索手段によって探索された前記経路とに基づいて、前
記他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測
されるか否かの判定を行うことが可能に形成され、前記第２の判定手段は、前記第１の判
定手段によって、前記他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が
走行することが予測される旨の判定が行われた場合に、前記他車両の走行軌跡上における
前記他車両切り替え地点の記録状態に基づいて、前記他車両が過去に走行した場所または
その周辺の場所において、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階
層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定されるか否かの判定
を行うことが可能に形成され、前記階層選択制御手段は、前記第２の判定手段によって、
前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前
記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定が行われた場合に、前記他
車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行する際に、映像・音
声出力される前記地上波デジタル放送の階層の選択状態が、前記地上波デジタル放送の受
信状態にかかわらず前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するよう
に形成されていることが好ましい。
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【００２１】
　そして、このような構成によれば、他車両の走行軌跡の記録と、他車両切り替え地点の
記録とを用いることによって、他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車
両が走行することが予測され、前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替
えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される場合に、他車両が過去に走行した
場所またはその周辺の場所を自車両が走行する際において、映像・音声出力が行われるデ
ジタル放送を第１の階層のデジタル放送に固定することができる。この結果、自車両が過
去に走行したことがない地域に赴く場合においても、他車両から得た情報を用いることに
よって、第１の階層のデジタル放送の映像・音声出力と第２の階層のデジタル放送の映像
・音声出力との切り替えの際における映像および音声の途切れ感を回避して安定したデジ
タル放送を視聴することができるとともに、画質および音質が良好な第２の階層のデジタ
ル放送を視聴する機会を確保することができる。
【００２２】
　また、前記第１の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域内に属するような前記走
行軌跡記録手段によって記録された前記他車両の走行軌跡が存在する場合には、前記他車
両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を前記自車両が走行することが予測される
旨の判定を行うように形成され、前記第２の判定手段は、前記自車位置の周辺の所定領域
内に属するような前記他車両の走行軌跡の中に、前記切り替え地点記録手段によって前記
他車両切り替え地点が当該他車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されて
いるような特定の軌跡部分が含まれている場合には、前記階層選択手段による前記第１の
階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われる
ことが想定される旨の判定を行うように形成され、前記階層選択制御手段は、前記第２の
判定手段によって、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選
択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定が行われた
場合には、前記自車位置の周辺の所定領域内の場所を前記自車両が走行する際に、映像・
音声出力される前記地上波デジタル放送の階層の選択状態が前記第１の階層に保持される
ように前記階層選択手段を制御するように形成されていることが好ましい。
【００２３】
　そして、このような構成によれば、自車位置の周辺の所定領域内に属するような他車両
の走行軌跡の記録が存在することに基づいて、他車両が過去に走行した場所またはその周
辺の場所を自車両が走行することが予測される旨の判定を簡便に行うことができ、切り替
え地点の記録が他車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上存在することに基づい
て、前記第１の階層の選択と前記第２の階層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度
で行われることが想定される旨の判定を簡便に行うことができる。
【００２４】
　さらに、前記デジタル放送受信装置は、前記車載用ナビゲーション装置による経路誘導
の際に、前記自車両における助手席および後部座席の少なくとも一方に向けた前記地上波
デジタル放送の映像・音声出力が可能に形成されており、前記第１の判定手段は、前記経
路探索手段による前記経路の探索が行われた場合であって、探索された前記経路内に属す
るような前記走行軌跡記録手段によって記録された前記他車両の走行軌跡が存在する場合
には、前記他車両が過去に走行した場所を前記自車両が走行することが予測される旨の判
定を行うように形成され、前記第２の判定手段は、前記探索された経路内に属するような
前記他車両の走行軌跡の中に、前記切り替え地点記録手段によって前記他車両切り替え地
点が当該他車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されているような特定の
軌跡部分が含まれている場合には、前記階層選択手段による前記第１の階層の選択と前記
第２の階層の選択との切り替えが当該特定の軌跡部分に該当する場所において前記所定の
頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定を行うように形成され、前記階層選
択制御手段は、前記第２の判定手段によって、前記階層選択手段による前記第１の階層の
選択と前記第２の階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われることが
想定される旨の判定が行われた場合には、前記特定の軌跡部分に該当する場所を前記自車
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両が前記経路誘導を受けつつ走行する際に、映像・音声出力される前記地上波デジタル放
送の階層の選択状態が前記第１の階層に保持されるように前記階層選択手段を制御するよ
うに形成されていることが好ましい。
【００２５】
　そして、このような構成によれば、目的地までの経路内に属するような他車両の走行軌
跡の記録が存在することに基づいて、他車両が過去に走行した場所を自車両が走行するこ
とが予測される旨の判定を簡便かつ正確に行うことができ、他車両の走行軌跡上に他車両
切り替え地点が当該他車両の走行軌跡における所定距離内に所定数以上記録されている特
定の軌跡部分が含まれていることに基づいて、前記第１の階層の選択と前記第２の階層の
選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の判定を簡便に
行うことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、階層伝送を利用した地上波デジタル放送において、１つの階層のデジ
タル放送の映像・音声出力と他の階層のデジタル放送の映像・音声出力との切り替えの際
における映像および音声の途切れ感を回避して安定したデジタル放送を視聴することがで
きるとともに、画質および音質が良好な階層のデジタル放送を視聴する機会を確保するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明に係る車載用デジタル放送受信機の実施形態について、図１乃至図３を参
照して説明する。
【００２８】
　図１に示すように、本実施形態における車載用デジタル放送受信機１は、大別して、デ
ジタル放送受信装置２と車載用ナビゲーション装置３とによって構成されており、これら
デジタル放送受信装置２と車載用ナビゲーション装置３とは、同一の筐体内に組み込まれ
るようにして一体的に配設されている。
【００２９】
　デジタル放送受信装置２は、地上波デジタル放送を伝送するための同一の伝送帯域を用
いて送信された複数の階層ごとの地上波デジタル放送として、第１の階層としての強階層
のデジタル放送と、この強階層のデジタル放送よりも画質および音質が高い第２の階層と
しての弱階層のデジタル放送とを含む地上波デジタル放送（サイマル放送）を受信し、受
信された各階層ごとの地上波デジタル放送を、選択的に映像・音声出力することが可能と
されている。
【００３０】
　また、車載用ナビゲーション装置３は、自車両を目的地までの経路に沿って目的地まで
誘導することが可能とされている。
【００３１】
　デジタル放送受信装置２について更に詳述すると、図１に示すように、デジタル放送受
信装置２は、第１のアンテナ５および第２のアンテナ６を有しており、これらのアンテナ
５，６は、地上波デジタル放送の電波を受信可能とされている。
【００３２】
　第１のアンテナ５には、第１のチューナ７が接続されており、この第１のチューナ７は
、第１のアンテナ５によって受信された地上波デジタル放送の電波から所望の伝送帯域（
チャンネル）に合致した受信周波数の信号を抽出するようになっている。
【００３３】
　第２のアンテナ６には、第２のチューナ８が接続されており、この第２のチューナ８は
、第２のアンテナ６によって受信された地上波デジタル放送の電波から所望の伝送帯域に
合致した受信周波数の信号を抽出するようになっている。
【００３４】
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　第１のチューナ７には、第１の復調部１０が接続されており、この第１の復調部１０は
、第１のチューナ７によって抽出された信号をＯＦＤＭ復調することによってトランスポ
ートストリームを取得するようになっている。
【００３５】
　第２のチューナ８には、第２の復調部１１が接続されており、この第２の復調部１１は
、第２のチューナ８によって抽出された信号をＯＦＤＭ復調することによってトランスポ
ートストリームを取得するようになっている。
【００３６】
　また、第１のチューナ７および第２のチューナ８には、チューナ制御部９が接続されて
おり、このチューナ制御部９は、リモコン等の図示しない入力操作手段を用いた入力操作
にしたがって、第１のチューナ７および第２のチューナ８が受信する伝送帯域を決定し、
決定された伝送帯域に合致する受信周波数をチューナ７，８に設定するようになっている
。
【００３７】
　第１の復調部１０および第２の復調部１１には、ダイバーシティ合成部１２が接続され
ており、このダイバーシティ合成部１２は、位相器１２ａと合成器１２ｂとによって構成
されている。位相器１２ａは、第１の復調部１０から入力されるトランスポートストリー
ムの位相を制御するようになっている。合成器１２ｂは、位相器１２ａによって位相を制
御されたトランスポートストリームと、第２の復調部１１から入力されるトランスポート
ストリームとを合成するようになっている。
【００３８】
　ダイバーシティ合成部１２には、誤り訂正部１４が接続されており、この誤り訂正部１
４は、デジタル放送の伝送中に生じる誤りを訂正することが可能とされている。
【００３９】
　誤り訂正部１４には、映像・音声出力手段を構成するデマルチプレクサ部１５が接続さ
れて配設されており、このデマルチプレクサ部１５は、誤り訂正部１４から入力された多
重化されているトランスポートストリームを分離することによって、例えば、弱階層の映
像ストリーム、弱階層の音声ストリーム、強階層の映像ストリームおよび強階層の音声ス
トリームを取得することが可能とされている。
【００４０】
　デマルチプレクサ部１５には、階層選択手段としての階層選択部１６が接続されて配設
されており、この階層選択部１６は、地上波デジタル放送の受信状態を監視して、受信状
態の良否の判定を行うようになっている。
【００４１】
　この判定に際して、階層選択部１６は、例えば、地上波デジタル放送の受信電界強度が
閾値以上の場合や、誤り訂正部１４による誤り訂正率が閾値以下の場合等においては、受
信状態が良好である旨の判定を行い、一方、受信電界強度が閾値未満の場合や、誤り訂正
部１４による誤り訂正率が閾値超過の場合等においては、受信状態が良好ではない旨の判
定を行うようにしてもよい。
【００４２】
　そして、階層選択部１６は、受信状態が良好である旨の判定が行われている場合には、
映像・音声出力される地上波デジタル放送の階層として弱階層を選択し、一方、受信状態
が良好ではない旨の判定が行われている場合には、映像・音声出力される地上波デジタル
放送の階層として強階層を選択するようになっている。この選択結果は、階層選択信号と
してデマルチプレクサ部１５に出力されるようになっている。
【００４３】
　なお、階層選択部１６は、このような受信状態の良否に基づく階層の自動的な選択を行
う場合においても、入操操作手段を用いて階層を選択するための入力操作が行われた場合
には、この入力操作に応じた階層を優先的に選択するように構成してもよい。
【００４４】
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　デマルチプレクサ部１５は、前記階層選択信号が示す階層の選択結果に応じた階層の映
像ストリームおよび音声ストリームを後段に出力するようになっている。具体的には、デ
マルチプレクサ部１５は、階層選択信号が強階層の選択を示すものである場合には、強階
層の映像ストリームおよび音声ストリームを後段に出力するようになっている。一方、デ
マルチプレクサ部１５は、階層選択信号が弱階層の選択を示すものである場合には、弱階
層の映像ストリームおよび音声ストリームを後段に出力するようになっている。
【００４５】
　デマルチプレクサ部１５の後段には、ビデオデコーダ１８およびオーディオデコーダ１
９が接続されており、これらビデオデコーダ１８およびオーディオデコーダ１９は、デマ
ルチプレクサ部１５とともに映像・音声出力手段を構成するようになっている。
【００４６】
　すなわち、ビデオデコーダ１８には、デマルチプレクサ部１５から出力された映像スト
リームが入力されるようになっている。そして、ビデオデコーダ１８は、入力された映像
ストリームをデコードして映像信号とし、この映像信号をディスプレイ２０に出力するよ
うになっている。これにより、階層選択部１６によって選択された階層のデジタル放送の
映像出力（表示）が行われるようになっている。
【００４７】
　また、オーディオデコーダ１９には、デマルチプレクサ部１５から出力された音声スト
リームが入力されるようになっている。そして、オーディオデコーダ１９は、入力された
音声ストリームをデコードして音声信号とし、この音声信号をスピーカ２１に出力するよ
うになっている。これにより、階層選択部１６によって選択された階層のデジタル放送の
音声出力が行われるようになっている。
【００４８】
　次に、車載用ナビゲーション装置３について更に詳述すると、図１に示すように、車載
用ナビゲーション装置３は、ナビＣＰＵ２３と、このナビＣＰＵ２３にそれぞれ接続され
たＧＰＳレシーバ２４、自律航法センサ２５、地図記憶装置２６、画像インターフェース
（Ｉ／Ｆ）２７、音声インターフェース（Ｉ／Ｆ）２８およびユーザインターフェース（
Ｉ／Ｆ）２９とを有している。
【００４９】
　ＧＰＳレシーバ２４は、図示しないＧＰＳ衛星から配信される軌道および時刻を含む情
報（以下、ＧＰＳ情報と称する）を受信し、受信したＧＰＳ情報をナビＣＰＵ２３に出力
するようになっている。
【００５０】
　自律航法センサ２５は、自車両の角速度や車速等を検出し、検出結果をナビＣＰＵ２３
に出力するようになっている。この自律航法センサ２５は、例えば、ジャイロセンサや車
速センサ（車速パルス）等によって構成されていてもよい。
【００５１】
　　地図記憶装置２６には、地図表示機能、経路探索機能、経路誘導機能、および検索機
能等の車載用ナビゲーション装置３の諸機能の実行に用いられる地図データが記憶されて
いる。この地図記憶装置２６は、例えば、ハードディスクドライブであってもよい。
【００５２】
　画像インターフェース２７には、前述したディスプレイ２０が接続されており、このデ
ィスプレイ２０は、デジタル放送受信装置２と車載用ナビゲーション装置３との双方に共
有されている。
【００５３】
　また、音声インターフェース２８には、前述したスピーカ２１が接続されており、この
スピーカ２１は、デジタル放送受信装置２と車載用ナビゲーション装置３との双方に共有
されている。
【００５４】
　ユーザインターフェース２９には、車載用ナビゲーション装置３に対する種々の入力操
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作が可能とされた入力操作部３０が接続されている。この入力操作部３０は、リモコン、
ディスプレイ２０のタッチパネル、リニアエンコーダまたはロータリエンコーダ等であっ
てもよい。
【００５５】
　ナビＣＰＵ２３には、その機能ブロックの１つとして、自車位置検出手段としての自車
位置算出部３１が配設されており、この自車位置算出部３１には、ＧＰＳレシーバ２４か
ら出力されたＧＰＳ情報および自律航法センサ２５から出力された検出結果が入力される
ようになっている。
【００５６】
　そして、自車位置算出部３１は、ＧＰＳレシーバ２４側から入力されたＧＰＳ情報に基
づいて、絶対座標としての自車位置を算出（検出）するようになっている（衛星航法）。
【００５７】
　また、自車位置算出部３１は、自律航法センサ２５側から入力された検出結果に基づい
て、直前の自車位置からの相対変化分としての自車位置を算出（検出）するようになって
いる（自律航法）。
【００５８】
　さらに、自車位置算出部３１は、衛星航法または自律航法による自車位置の算出結果が
示す自車位置を含む所定領域の地図データを地図記憶装置２６から読み出すようになって
いる。そして、自車位置算出部３１は、衛星航法または自律航法によって算出され自車位
置が、読み出された地図データにおける道路上にない場合には、地図データにおける該当
する道路上の位置に自車位置を補正するマップマッチング処理を行い、マップマッチング
処理後の自車位置を最終的な算出結果とするようになっている。
【００５９】
　また、ナビＣＰＵ２３は、その機能ブロックの１つとして、目的地設定部３３を有して
おり、この目的地設定部３３は、例えば、図示しない目的地設定用の操作画面をディスプ
レイ２０に表示させた上で、表示された目的地設定用の操作画面に対する入力操作部３０
を用いた入力操作に応じた目的地を設定するようになっている。
【００６０】
　さらに、ナビＣＰＵ２３には、その機能ブロックの１つとして、経路探索手段としての
経路算出部３４が配設されており、この経路算出部３４は、自車位置算出部３１によって
算出された自車位置から目的地設定部３３によって設定された目的地までの経路を算出（
探索）するための経路計算を行うようになっている。この経路計算には、地図記憶装置２
６から読み出された地図データが用いられるようになっている。
【００６１】
　さらにまた、ナビＣＰＵ２３は、その機能ブロックの１つとして、経路誘導部３７を有
しており、この経路誘導部３７は、経路算出部３４によって算出された経路に沿って自車
両を目的地まで誘導する経路誘導を行うようになっている。経路誘導は、交差点拡大図の
ディスプレイ２０への表示や、スピーカ２１を介した交差点右左折案内音声の音声出力等
によって行われるようになっている。
【００６２】
　次に、本実施形態における車載用デジタル放送受信機１についての更に特徴的な構成に
ついて説明する。
【００６３】
　図１に示すように、ナビＣＰＵ２３には、その機能ブロックの１つとして、走行軌跡記
録手段としての走行軌跡記録部３８が配設されている。この走行軌跡記録部３８は、自車
位置算出部３１による自車位置の算出結果に基づいて自車両の走行軌跡を取得し、取得さ
れた自車両の走行軌跡を記憶部としてのメモリ３９に記録するようになっている。
【００６４】
　また、ナビＣＰＵ２３には、その機能ブロックの１つとして、切り替え地点記録手段と
しての切り替え地点記録部４０が配設されているとともに、前述したデジタル放送受信装
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置２における階層選択部１６が接続されている。
【００６５】
　この切り替え地点記録部４０は、階層選択部１６による階層の選択状態を監視して、当
該階層の選択状態が弱階層と強階層との間で変化することに基づいて、自車両の走行軌跡
上における階層選択部１６による強階層の選択と弱階層の選択とが切り替えられた地点で
ある切り替え地点を検出するようになっている。
【００６６】
　そして、切り替え地点記録部４０は、検出された切り替え地点を、自車両の走行軌跡と
対応させた状態としてメモリ３９に記録するようになっている。
【００６７】
　このとき、切り替え地点記録部４０は、弱階層の選択から強階層の選択への切り替えが
行われたのか、または、強階層の選択から弱階層の選択への切り替えが行われたのかを識
別可能な状態として切り替え地点を記録するようにしてもよい。
【００６８】
　さらに、図１に示すように、デジタル放送受信装置２には、第１の判定手段としての第
１判定部４１が配設されており、この第１判定部４１には、メモリ３９が接続されている
。
【００６９】
　この第１判定部４１は、地上波デジタル放送の映像・音声出力の際に、走行軌跡記録部
３８によってメモリ３９に記録されている自車両の走行軌跡をメモリ３９から取得するよ
うになっている。
【００７０】
　そして、第１判定部４１は、取得された自車両の走行軌跡に基づいて、自車両が過去に
走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走行することが予測されるか否かの判定を
行うようになっている。
【００７１】
　具体的には、第１判定部４１は、経路算出部３４による目的地までの経路の算出がなさ
れておらず、車載用ナビゲーション装置３による経路誘導が行われない場合には、メモリ
３９から取得された自車両の走行軌跡と、自車位置算出部３１によって算出された自車位
置とに基づいて、自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走行する
ことが予測されるか否かの判定（以下、非誘導時走行予測判定と称する）を行うようにな
っている。
【００７２】
　この非誘導時走行予測判定に際して、第１判定部４１は、メモリ３９内に、自車位置の
周辺の所定領域内に属するような自車両の走行軌跡（以下、自車位置周辺軌跡と称する）
が記録されている場合には、自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車両
が走行することが予測される旨の肯定的な判定結果を出力するようになっている。ここで
、前記自車位置の周辺の所定領域は、例えば、図２に示すように、自車位置に対する進行
方向前方の所定の位置に中心点が取られた自車位置を含む所定半径の円形領域であっても
よい。なお、図２には、当該円形領域内に、自車両の走行軌跡（図２における破線部）が
含まれている（記録されている）状態が示されている。
【００７３】
　また、第１判定部４１は、経路算出部３４による目的地までの経路の算出がなされてお
り、車載用ナビゲーション装置５による経路誘導が行われる場合には、メモリ３９から取
得された自車両の走行軌跡と、経路算出部３４によって算出された経路とに基づいて、自
車両が過去に走行した場所を自車両が走行することが予測されるか否かの判定（以下、誘
導時走行予測判定と称する）を行うようになっている。
【００７４】
　この誘導時走行予測判定に際して、第１判定部４１は、メモリ３９内に、経路算出部３
４によって算出された経路内に属するような自車両の走行軌跡（以下、経路内軌跡と称す
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る）が記録されている場合には、自車両が過去に走行した場所を自車両が走行することが
予測される旨の肯定的な判定結果を出力するようになっている。
【００７５】
　さらにまた、図１に示すように、デジタル放送受信装置２には、第２の判定手段として
の第２判定部４２が配設されており、この第２判定部４２には、第１判定部４１およびメ
モリ３９がそれぞれ接続されているとともに、第１判定部４１から出力された判定結果が
入力されるようになっている。
【００７６】
　この第２判定部４２は、第１判定部４１によって自車両が過去に走行した場所またはそ
の周辺の場所を自車両が走行することが予測される旨の判定が行われた場合には、自車両
の走行軌跡上における切り替え地点の記録状態に基づいて、自車両が過去に走行した場所
またはその周辺の場所において、階層選択部１６による強階層の選択と弱階層の選択との
切り替えが所定の頻度以上の頻度で行われることが想定されるか否かの判定を行うように
なっている。なお、前記頻度とは、所定走行距離あたりの前記切り替えの回数であっても
よいし、または、所定経過時間あたりの前記切り替えの回数であってもよい。
【００７７】
　具体的には、第２判定部４２は、第１判定部４１側から非誘導時走行予測判定に対する
肯定的な判定結果が入力された場合には、切り替え地点記録部４０による自車両周辺軌跡
上における切り替え地点の記録状態をメモリ３９を介して取得するようになっている。そ
して、第２判定部４２は、取得された自車両周辺軌跡上における切り替え地点の記録状態
に基づいて、自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所、すなわち、自車位置の
周辺の所定領域内の場所において、階層選択部１６による強階層の選択と弱階層の選択と
の切り替えが、前記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定されるか否かの判定（以
下、非誘導時切り替え想定判定と称する）を行うようになっている。
【００７８】
　この非誘導時切り替え想定判定に際して、第２判定部４２は、自車位置周辺軌跡の中に
、切り替え地点が当該自車位置周辺軌跡における所定距離内に所定数以上記録されている
ような特定の軌跡部分が含まれている場合には、自車位置の周辺の所定領域内の場所にお
いて、階層選択部１６による強階層の選択と弱階層の選択との切り替えが、前記所定の頻
度以上の頻度で行われることが想定される旨の肯定的な判定結果を出力するようになって
いる。
【００７９】
　また、第２判定部４２は、第１判定部４１側から誘導時走行予測判定に対する肯定的な
判定結果が入力された場合には、切り替え地点記録部４０による経路内軌跡上における切
り替え地点の記録状態をメモリ３９を介して取得するようになっている。そして、第２判
定部４２は、取得された経路内軌跡上における切り替え地点の記録状態に基づいて、自車
両が過去に走行した場所、すなわち、経路内軌跡上の道路において、階層選択部１６によ
る強階層の選択と弱階層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われること
が想定されるか否かの判定（以下、誘導時切り替え想定判定と称する）を行うようになっ
ている。
【００８０】
　この誘導時切り替え想定判定に際して、第２判定部４２は、経路内軌跡の中に、切り替
え地点が当該経路内軌跡における所定距離内に所定数以上記録されているような特定の軌
跡部分が含まれている場合には、経路内軌跡上の道路における前記特定の軌跡部分に該当
する道路において、階層選択部１６による強階層の選択と弱階層の選択との切り替えが前
記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の肯定的な判定結果を出力するよ
うになっている。
【００８１】
　また、図１に示すように、デジタル放送受信装置２には、階層選択制御手段としての階
層選択制御部４５が配設されており、この階層選択制御部４５には、階層選択部１６およ
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び第２判定部４２がそれぞれ接続されているとともに、第２判定部４２から出力された判
定結果が入力されるようになっている。
【００８２】
　この階層選択制御部４５は、第２判定部４２側から、非誘導時走行予測判定に対する肯
定的な判定結果が入力された場合には、前記自車位置の周辺の所定領域内の場所を自車両
が走行する際に、映像・音声出力される地上波デジタル放送の階層の選択状態が、地上波
デジタル放送の受信状態にかかわらず強階層に保持されるように階層選択部１６を制御す
るようになっている。
【００８３】
　また、階層選択制御部４５は、第２判定部４２側から、誘導時走行予測判定に対する肯
定的な判定結果が入力された場合には、経路内軌跡における前記特定の軌跡部分に該当す
る道路を前記自車両が前記経路誘導を受けつつ走行する際に、映像・音声出力される地上
波デジタル放送の階層の選択状態が、地上波デジタル放送の受信状態にかかわらず強階層
に保持されるように階層選択部１６を制御するようになっている。
【００８４】
　さらに、本実施形態においては、経路誘導部３７による経路誘導の際にも、デジタル放
送を視聴することが可能に形成されている。このための具体的な手段の１つとしては、例
えば、前部座席者用に設置されたディスプレイ２０の画面を画面横幅方向に沿って複数列
の分割画面に短冊状に分割した上で、画面の目視方向に応じて視認されるコンテンツが異
なるような表示を行う表示方法を用いることによって、運転席側に向けては経路誘導画面
を提供し、助手席側に向けては、デジタル放送を提供する手段を用いるようにしてもよい
。なお、このとき、音声出力についても、運転席側と助手席側とで分離するようにする。
また、他の手段の１としては、前部座席者用のディスプレイ２０およびスピーカ２１とは
別に後部座席者用に設置されたディスプレイ２０およびスピーカ２１を用いて後部座席者
に向けてデジタル放送を提供する手段（いわゆる、リアエンターテイメントシステム）を
用いるようにしてもよい。
【００８５】
　このような構成によれば、自車両の走行軌跡の記録と、切り替え地点の記録とを用いる
ことによって、自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走行するこ
とが予測され、強階層の選択と弱階層の選択との切り替えが所定の頻度以上の頻度で行わ
れることが想定される場合に、自車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車
両が走行する際において、映像・音声出力されるデジタル放送を強階層のデジタル放送に
固定することができる。この結果、強階層のデジタル放送の映像・音声出力と弱階層のデ
ジタル放送の映像・音声出力との切り替えの際における映像および音声の途切れ感を回避
して安定したデジタル放送を視聴することができるとともに、強階層のデジタル放送への
固定を必要時に限定することによって画質および音質が良好な弱階層のデジタル放送を視
聴する機会を確保することができる。
【００８６】
　なお、本発明は、上記構成に限定されるものではなく、例えば、第１判定部４１が、非
誘導時走行予測判定または誘導時走行予測判定のいずれか一方のみを行い得るように構成
してもよい。この場合には、第２判定部４２は、非誘導時切り替え想定判定または誘導時
切り替え想定判定のいずれか一方のみを行い得ることになる。また、この場合には、地上
波デジタル放送の受信状態にかかわらない強階層への固定は、自車両が自車位置の周辺の
所定領域内の場所または経路内軌跡における前記特定の軌跡部分に該当する道路のいずれ
か一方を走行する場合にのみ行われ得ることになる。
【００８７】
　また、上記構成に加えて、車載用デジタル放送受信機１は、他車両情報として、他車両
の走行軌跡と、他車両の走行軌跡上における映像・音声出力される地上波デジタル放送の
階層の選択の切り替えが当該他車両において強階層と弱階層との間で行われた地点である
他車両切り替え地点とを取得し、これら取得された他車両情報を、地上波デジタル放送の
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受信状態にかかわらない強階層への固定のための処理に利用するようにしてもよい。
【００８８】
　すなわち、このような他車両情報を利用する場合には、車載用デジタル放送受信機１に
、前記他車両情報を取得する他車両情報取得手段を備えるようにする。この他車両情報取
得手段は、通信によって情報センタが保有する他車両情報を取得可能とされた通信部であ
ってもよい。
【００８９】
　また、前記他車両情報を利用する場合には、さらに、走行軌跡記録部３８が、他車両情
報取得手段によって取得された他車両の走行軌跡をメモリ３９に記録するように構成する
とともに、切り替え地点記録部４０が、他車両情報取得手段によって取得された他車両切
り替え地点を、他車両の走行軌跡と対応させた状態としてメモリ３９に記録するように構
成する。
【００９０】
　さらに、前記他車両情報を利用する場合には、さらに、第１判定部４１が、メモリ３９
に記録された他車両の走行軌跡に基づいて、他車両が過去に走行した場所またはその周辺
の場所を自車両が走行することが予測されるか否かの判定を行うように構成する。
【００９１】
　具体的には、第１判定部４１が、経路算出部３４による目的地までの経路の算出がなさ
れておらず、車載用ナビゲーション装置３による経路誘導が行われない場合には、メモリ
３９から取得された他車両の走行軌跡と、自車位置算出部３１によって算出された自車位
置とに基づいて、他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走行する
ことが予測されるか否かの判定（以下、他車両情報利用型・非誘導時走行予測判定と称す
る）を行うように構成する。
【００９２】
　この他車両情報利用型・非誘導時走行予測判定に際しては、第１判定部４１が、メモリ
３９内に、自車位置の周辺の所定領域内（例えば、図２に示した円形領域内）に属するよ
うな他車両の走行軌跡（以下、自車位置周辺他車両軌跡と称する）が記録されている場合
には、他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走行することが予測
される旨の肯定的な判定結果を出力するように構成してもよい。
【００９３】
　さらには、第１判定部４１が、経路算出部３４による目的地までの経路の算出がなされ
ており、車載用ナビゲーション装置３による経路誘導が行われる場合には、メモリ３９か
ら取得された他車両の走行軌跡と、経路算出部３４によって算出された経路とに基づいて
、他車両が過去に走行した場所を自車両が走行することが予測されるか否かの判定（以下
、他車両情報利用型・誘導時走行予測判定と称する）を行うように構成する。
【００９４】
　この他車両情報利用型・誘導時走行予測判定に際しては、第１判定部４１が、メモリ３
９内に、経路算出部３４によって算出された経路内に属するような他車両の走行軌跡（以
下、経路内他車両軌跡と称する）が記録されている場合には、他車両が過去に走行した場
所を自車両が走行することが予測される旨の肯定的な判定結果を出力するように構成して
もよい。
【００９５】
　さらに、前記他車両情報を利用する場合には、さらに、第２判定部４２が、第１判定部
４１によって他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所を自車両が走行すること
が予測される旨の判定が行われた場合に、他車両の走行軌跡上における他車両切り替え地
点の記録状態に基づいて、他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所における階
層選択部１６による強階層の選択と弱階層の選択との切り替えが、前記所定の頻度以上の
頻度で行われることが想定されるか否かの判定を行うように構成する。
【００９６】
　具体的には、第２判定部４２が、第１判定部４１側から他車両情報利用型・非誘導時走
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行予測判定に対する肯定的な判定結果が入力された場合には、メモリ３９から自車両周辺
他車両軌跡上における他車両切り替え地点の記録状態を取得するように構成する。そして
、取得された記録状態に基づいて、他車両が過去に走行した場所またはその周辺の場所、
すなわち、自車位置の周辺の所定領域内の場所において、階層選択部１６による強階層の
選択と弱階層の選択との切り替えが、前記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定さ
れるか否かの判定（以下、他車両情報利用型・非誘導時切り替え想定判定と称する）を行
うように構成する。
【００９７】
　この他車両情報利用型・非誘導時切り替え想定判定に際しては、第２判定部４２が、自
車位置周辺他車両軌跡の中に、他車両切り替え地点が当該自車位置周辺他車両軌跡におけ
る所定距離内に所定数以上記録されているような特定の軌跡部分が含まれている場合に、
自車位置の周辺の所定領域内の場所において、階層選択部１６による強階層の選択と弱階
層の選択との切り替えが前記所定の頻度以上の頻度で行われることが想定される旨の肯定
的な判定結果を出力するように構成してもよい。
【００９８】
　また、第２判定部４２が、第１判定部４１側から他車両情報利用型・誘導時走行予測判
定に対する肯定的な判定結果が入力された場合には、メモリ３９から経路内他車両軌跡上
における他車両切り替え地点の記録状態を取得するように構成する。そして、取得された
記録状態に基づいて、他車両が過去に走行した場所、すなわち、経路内他車両軌跡上の道
路において、階層選択部１６による強階層の選択と弱階層の選択との切り替えが、前記所
定の頻度以上の頻度で行われることが想定されるか否かの判定（以下、他車両情報利用型
・誘導時切り替え想定判定と称する）を行うように構成する。
【００９９】
　この他車両情報利用型・誘導時切り替え想定判定に際しては、第２判定部４２が、経路
内他車両軌跡の中に、他車両切り替え地点が経路内他車両軌跡における所定距離内に所定
数以上記録されているような特定の軌跡部分が含まれている場合には、経路内他車両軌跡
上の道路における前記特定の軌跡部分に該当する道路において、階層選択部１６による強
階層の選択と弱階層の選択との切り替えが、前記所定の頻度以上の頻度で行われることが
想定される旨の肯定的な判定結果を出力するように構成してもよい。
【０１００】
　また、前記他車両情報を利用する場合には、さらに、階層選択制御部４５が、第２判定
部４２側から、他車両情報利用型・非誘導時走行予測判定に対する肯定的な判定結果が入
力された場合には、前記自車位置の周辺の所定領域内の場所を自車両が走行する際に、映
像・音声出力される地上波デジタル放送の階層の選択状態が、地上波デジタル放送の受信
状態にかかわらず強階層に保持されるように階層選択部１６を制御するように構成する。
【０１０１】
　さらに、階層選択制御部４５が、第２判定部４２側から、他車両情報利用型・誘導時走
行予測判定に対する肯定的な判定結果が入力された場合には、経路内他車両軌跡上におけ
る前記特定の軌跡部分に該当する道路を前記自車両が前記経路誘導を受けつつ走行する際
に、映像・音声出力される地上波デジタル放送の階層の選択状態が、地上波デジタル放送
の受信状態にかかわらず強階層に保持されるように階層選択部１６を制御するように構成
する。
【０１０２】
　このように他車両情報を利用する構成を採用すれば、自車両が過去に走行したことがな
い地域に赴く場合においても、他車両情報を用いることによって、強階層のデジタル放送
の映像・音声出力と弱階層のデジタル放送の映像・音声出力との切り替えの際における映
像および音声の途切れ感を回避して安定したデジタル放送を視聴することができるととも
に、画質および音質が良好な弱階層のデジタル放送を視聴する機会を確保することができ
る。
【０１０３】



(19) JP 2009-267604 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

　次に、本実施形態における車載用デジタル放送受信機１の主要な作用の一例として、前
述した他車両情報は利用せずに自車両の走行軌跡のみを用いる場合の作用について説明す
る。
【０１０４】
　なお、初期状態において、メモリ３９内には、走行軌跡記録部３８によって自車両の走
行軌跡が記録されているとともに、切り替え地点記録部４０によって切り替え地点が自車
両の走行軌跡と対応させた状態として記録されているものとする。
【０１０５】
　そして、初期状態から、まず、図３のステップ１（ＳＴ１）に示すように、第１判定部
４１によって、経路算出部３４による目的地までの経路の算出がなされているか否か（す
なわち、経路誘導が行われるか否か）を判定し、経路の算出がなされている場合には、ス
テップ２（ＳＴ２）に進み、なされていない場合には、ステップ１２（ＳＴ１２）に進む
。
【０１０６】
　ここで、まず、ステップ２（ＳＴ２）以降の処理について説明すると、ステップ２（Ｓ
Ｔ２）においては、第１判定部４１により、メモリ３９から取得された自車両の走行軌跡
と、経路算出部３４によって算出された経路とに基づいて前記誘導時走行予測判定を行い
、この判定において肯定的な判定結果が得られた場合には、ステップ３（ＳＴ ３）に進
み、否定的な判定結果が得られた場合には、ステップ８（ＳＴ８）に進む。
【０１０７】
　次いで、ステップ３（ＳＴ３）においては、第２判定部４２により、メモリ３９から取
得された経路内軌跡上における切り替え地点の記録状態に基づいて、誘導時切り替え想定
判定を行い、この判定において肯定的な判定結果が得られた場合には、ステップ４（ＳＴ
４）に進み、否定的な判定結果が得られた場合には、ステップ８（ＳＴ８）に進む。
【０１０８】
　次いで、ステップ４（ＳＴ４）においては、経路誘導部３７によって経路誘導を開始す
るとともに、地上波デジタル放送の映像・音声出力を開始してステップ５（ＳＴ５）に進
む。
【０１０９】
　次いで、ステップ５（ＳＴ５）においては、階層選択制御部４５により、自車位置算出
部３１の算出結果に基づいて、自車両が経路内軌跡上における前記特定の軌跡部分に該当
する道路上を走行しているか否かを判定し、走行している場合には、ステップ６（ＳＴ６
）に進み、走行していない場合には、ステップ１１（ＳＴ１１）に進む。
【０１１０】
　次いで、ステップ６（ＳＴ６）においては、階層選択制御部４５により、映像・音声出
力される地上波デジタル放送の階層の選択状態が、地上波デジタル放送の受信状態にかか
わらず強階層に保持されるように階層選択部１６を制御することによって、強階層のデジ
タル放送の映像・音声出力に固定してステップ７（ＳＴ７）に進む。
【０１１１】
　次いで、ステップ７（ＳＴ７）においては、階層選択制御部４５により、自車位置算出
部３１の算出結果に基づいて、自車両が目的地に到達したか否かを判定し、目的地に到達
した場合には、処理を終了し、到達していない場合には、ステップ５（ＳＴ５）に戻る。
【０１１２】
　ステップ５（ＳＴ５）において否定的な判定がなされた後のステップ１１（ＳＴ１１）
においては、階層選択制御部４５により、ステップ７（ＳＴ７）を経ているか否かを判定
し、ステップ７（ＳＴ７）を経ている場合には、ステップ７（ＳＴ７）に進み、経ていな
い場合には、ステップ５（ＳＴ５）に戻る。
【０１１３】
　一方、ステップ２（ＳＴ２）からステップ８（ＳＴ８）に進んだ場合には、経路誘導部
３７によって経路誘導を開始するとともに、地上波デジタル放送の映像・音声出力を開始
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してステップ９（ＳＴ９）に進む。
【０１１４】
　次いで、ステップ９（ＳＴ９）においては、階層選択部１６により、地上波デジタル放
送の受信状態に応じた階層の切り替えを行ってステップ１０（ＳＴ１０）に進む。
【０１１５】
　次いで、ステップ１０（ＳＴ１０）においては、階層選択部１６により、自車位置算出
３１の算出結果に基づいて、自車両が目的地に到達したか否かを判定し、目的地に到達し
た場合には、処理を終了し、到達していない場合には、ステップ９（ＳＴ９）に戻る。
【０１１６】
　次に、ステップ１２（ＳＴ１２）以降の処理について説明すると、まず、ステップ１２
（ＳＴ１２）においては、地上波デジタル放送の映像・音声出力を行いつつ自車両の走行
を開始してステップ１３（ＳＴ１３）に進む。
【０１１７】
　次いで、ステップ１３（ＳＴ１３）においては、第１判定部４１により、メモリ３９か
ら取得された自車両の走行軌跡と、自車位置算出部３１によって算出された自車位置とに
基づいて、非誘導時走行予測判定を行い、この判定において肯定的な判定結果が取得され
た場合には、ステップ１４（ＳＴ１４）に進み、否定的な判定結果が取得された場合には
、ステップ１８（ＳＴ１８）に進む。
【０１１８】
　次いで、ステップ１４（ＳＴ１４）においては、第２判定部４２により、メモリ３９か
ら取得された自車両周辺軌跡上における切り替え地点の記録状態に基づいて、非誘導時切
り替え想定判定を行い、この判定において肯定的な判定結果が取得された場合には、ステ
ップ１５（ＳＴ１５）に進み、否定的な判定結果が取得された場合には、ステップ１８（
ＳＴ１８）に進む。
【０１１９】
　次いで、ステップ１５（ＳＴ１５）においては、階層選択制御部４５により、自車位置
算出部３１の算出結果に基づいて、自車位置が前記自車位置の周辺の所定領域内の場所を
走行しているか否かを判定し、走行している場合には、ステップ１６（ＳＴ１６）に進み
、走行していない場合には、ステップ１３（ＳＴ１３）に戻る。
【０１２０】
　次いで、ステップ１６（ＳＴ１６）においては、階層選択制御部４５により、映像・音
声出力される地上波デジタル放送の階層の選択状態が、地上波デジタル放送の受信状態に
かかわらず強階層に保持されるように階層選択部１６を制御することによって、強階層の
デジタル放送の映像・音声出力に固定してステップ１７（ＳＴ１７）に進む。
【０１２１】
　次いで、ステップ１７（ＳＴ１７）においては、第１判定部４１により、自車位置算出
部３１の算出結果を用いることによって自車両が走行しているか否かを判定し、走行して
いる場合には、ステップ１３（ＳＴ１３）に戻り、走行していない場合には、処理を終了
する。
【０１２２】
　ステップ１８（ＳＴ１８）においては、階層選択部１６により、地上波デジタル放送の
受信状態に応じた階層の切り替えを行ってステップ１７（ＳＴ１７）に進む。
【０１２３】
　以上述べたように、本実施形態によれば、自車両の走行軌跡の記録と、切り替え地点の
記録とを用いることによって、強階層のデジタル放送の映像・音声出力と弱階層のデジタ
ル放送の映像・音声出力との切り替えの際における映像および音声の途切れ感を回避して
安定したデジタル放送を視聴することができるとともに、強階層のデジタル放送への固定
を必要時に限定することによって画質および音質が良好な弱階層のデジタル放送を視聴す
る機会を確保することができる。
【０１２４】
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　なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、必要に応じて種々の
変更が可能である。
【０１２５】
　例えば、第２の階層としては、弱階層以外の階層（例えば、中階層）を用いるようにし
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明に係る車載用デジタル放送受信機を実施形態を示すブロック図
【図２】本発明に係る車載用デジタル放送受信機の実施形態において、第１の判定手段の
判定方法の一例を説明するための説明図
【図３】本発明に係る車載用デジタル放送受信機の実施形態を示すフローチャート
【図４】地上波デジタル放送のセグメント構造の一例を示す図
【符号の説明】
【０１２７】
　１　車載用デジタル放送受信機
　２　デジタル放送受信装置
　３　車載用ナビゲーション装置
　１５　デマルチプレクサ部
　１６　階層選択部
　１８　ビデオデコーダ
　１９　オーディオデコーダ
　３１　自車位置算出部
　３４　経路算出部
　３８　走行軌跡記録部
　３９　メモリ
　４０　切り替え地点記録部
　４１　第１判定部
　４２　第２判定部
　４５　階層選択制御部
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